
亀山市告示 第 ２ ７ 号  

 次 の と お り 国 土 調 査 を 実 施 す る の で 、 国 土 調 査 法 （ 昭 和 ２ ６ 年 法

律 代 １ ８ ０ 号 ） 第 ７ 条 の 規 定 に よ り 告 示 す る 。  

  令 和 元 年 ６ 月 １ ４ 日  

亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

 

１  国 土 調 査 と し て 事 業 計 画 が 定 め ら れ た 年 月 日  

  平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日  

２  調 査 を 実 施 す る 者 の 名 称  

亀 山 市  

３  調 査 地 域  

  中 町 ③ 、 北 裏 ① 、 本 町 ②  

４  調 査 期 間  

  告 示 の 日 か ら 令 和 ２ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で  

 

 

 

 

 


